
建設・土木 

●違法行為の黙認について 

Ｑ． 

市道側溝清掃が行われました。発注したのは新発田市です。窓から見ていると高圧洗浄車が自

宅前に走ってきて農業用水路にホースを入れてタンクに水を汲みあげています。以前にも市の補

助金で実施した側溝清掃で同様の水を汲みあげて町内会長に怒られていました。土地改良区に取

水許可を出したか確認しましたが、許可は出していないといわれました。 

その足で市に出向いて話したのですが担当者不在で代わりの者が現場確認に行くことになり

ました。同行すると言うと拒否されました。後日現場確認したか問い合わせると、指示不足で農

業用水を使ったので業者に注意しておいたと付け加えられました。人の物を盗んで使って口頭注

意程度で新発田市は済ませるのでしょうか。 

この場所の側溝清掃は毎年実施しているので、過去の検証が必要と思い、知り合いの市会議員

に主旨を説明して善処するように依頼しましたが、厳重注意で終わったそうです。法的責任を問

う事案でないとも回答がありました。このような案件は市長には報告がないのでしょうか。市長

決裁での処分なのか疑問です。盗んだもので業務を行うのは社会正義に反すると思いますので、

調査を行い必要に応じて刑事、民事、行政の処分を明確に実施してください。 

 

（令和 4年 9月受付） 

 

Ａ． 

 ご指摘をいただきました市発注の清掃委託業務において、農業用水を無断で取水し作業を実施

したことについて、担当課からの事実確認では「相違ない」との報告を受けたところであります。

市の委託業務を履行するにあたり、法令遵守は当然のことでありますことから、まずは、農業用

水を取水した受託者に対し、口頭での厳重注意と再発防止の文書通告を行ったところであります。 

 「窃盗行為」ということで、刑事、民事に加え、行政処分を求めておられますが、農業用水を

管理します新発田土地改良区の対応は口頭注意であり、損害賠償は求めないとの判断であったこ

と、また市の委託業務では、この度の行為に対し行政処分に至る根拠法令がないと考えられます

ことから、このような措置を講じたところでありますので、決して「黙認」しているわけではな

いことをご理解いただきたいと存じます。 

 いずれにいたしましても、この度の行為については、私も誠に遺憾であります。これまで以上

に受託者が行う作業を注視するよう担当課に指示したところであり、文書で行った同種の他事業

者に対しての注意喚起など、しっかりと法令遵守の徹底を指導してまいります。 

 

（令和 4年 9月 30日回答） 

 

 

※上記の回答内容はすべて回答日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。 

 

 

 

 


